
 
１ 国勢調査の概要 

 

調査の沿革 
 
 国勢調査は，我が国の人口の状況を明らかにするため，大正９年以来ほぼ５年ごとに行われている。 
 明治３５年１２月１日，｢国勢調査ニ関スル法律｣（明治３５年法律第４９号）が制定され，同法に基
づく第１回国勢調査は大正９年に実施された。この法律では国勢調査は１０年周期で行うこととされて
いたが，大正１１年の法改正によって，１０年周期からその中間年に簡易な調査を行うこととする５年
周期に改められた。 
 戦前の各回国勢調査は大正９年，昭和５年，１５年に大規模調査が，その中間の大正１４年，昭和
１０年に簡易調査が実施された。なお，昭和２０年は簡易調査の実施年に当たっていたが，戦争の影響
で実施されなかった。（昭和２０年には全国的な規模の人口調査が実施されるとともに，昭和２２年に
は臨時国勢調査が実施されている。） 
 昭和２２年３月２６日，「統計法」（昭和２２年法律第１８号）が制定され，特に国勢調査について
は，国勢調査ニ関スル法律の規定を引き継いで，その実施を定めている。また，統計法は新たに「指定
統計」の制度を設けたが，国勢調査は，昭和２２年５月２日内閣告示第２１号によって「指定統計第１
号」に指定された。統計法では調査周期を５年と定めていたが，昭和２５年国勢調査の後，昭和２９年
にその周期を１０年に改めるとともに，その中間年に簡易な方法による調査を行うこととなり，これに
よって昭和３０年国勢調査は簡易調査として実施された。以後，昭和３５，４５，５５年，平成２年及
び１２年に大規模調査が，その中間の昭和４０年，５０年，６０年及び平成７年に簡易調査が実施され
た。 
 大規模調査と簡易調査の差異は，主として調査事項の数にある。その内容をみると，戦前は，大規模
調査の調査事項としては男女，年齢，配偶関係等の人口の基本的属性及び産業，職業等の経済的属性で
あり，簡易調査の調査事項としては人口の基本的属性のみに限られていた。 
 戦後は，国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実が図られ，大規模調査の調査
事項には人口の基本的属性及び経済的属性のほか住宅，人口移動，教育に関する事項が加えられ，簡易
調査の調査事項には人口の基本的属性のほか経済的属性及び住宅に関する事項が加えられている。 
 
調査の時期 
 
 国勢調査は，第１回の大正９年国勢調査以来一貫して１０月１日午前零時現在で実施されている。 
 
調査の地域 
 
 直近である平成１２年国勢調査は，我が国の地域のうち，国勢調査施行規則第１条に規定する次の島
を除く地域において行われた。 
 
 (1) 歯舞群島，色丹島，国後島及び択捉島 
 (2) 島根県隠岐郡五箇村にある竹島 

２ 用語の解説 

労働力状態 
 
 １５歳以上の者について，調査年の９月２４日から３０日までの１週間（以下「調査週間」とい
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う。）に「仕事をしたかどうかの別」により，次のとおり区分した。 

 

労働力人口－就業者と完全失業者を合わせたもの 
就業者－調査週間中，賃金，給料，諸手当，営業収益，手数料，内職収入など収入（現物収入を含

む。)になる仕事を少しでもした人 
 なお，収入になる仕事を持っているが，調査週間中，少しも仕事をしなかった人のうち，次のいず

れかに該当する場合は就業者とした。 
 

(1) 勤めている人で，休み始めてから３０日未満の場合，又は３０日以上休んでいても賃金や給料
をもらったか，もらうことになっている場合

(2) 個人経営の事業を営んでいる人で，休業してから３０日未満の場合 
また，家族の人が自家営業（個人経営の農業や工場・店の仕事など）の手伝いをした場合は，

無給であっても，収入になる仕事をしたこととして，就業者に含めた。

 
主に仕事－主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合 

家事のほか仕事－主に家事などをしていて，そのかたわら仕事をした場合 
通学のかたわら仕事－主に通学していて，そのかたわら仕事をした場合 

休業者－勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから３０日未満の場合，
又は勤め人が３０日以上休んでいても賃金や給料をもらったか，もらうことになっている場合 

完全失業者－調査期間中，収入になる仕事を少しもしなかった人のうち，仕事に就くことが可能であ
って，かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人 

非労働力人口－調査期間中，収入になる仕事を少しもしなかった人のうち，休業者及び完全失業者以
外の人 

家事－自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合 
通学－主に通学していた場合 

その他－上のどの区分にも当てはまらない場合（高齢者など） 
 

 ここでいう通学には，小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほ
か，予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。 

 
従業上の地位 

 
 就業者を，調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって，次のとおり区分した。 

 

雇用者－会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されてい
る人・臨時雇いなど，会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で，次にいう「役員」でない人 
役員－会社の社長・取締役・監査役，団体の理事・監事，公団や事業団の総裁・理事・監事などの役

員 
雇人のある業主－個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで，雇人が

いる人 
雇人のない業主－個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政

婦などで，個人又は家族とだけで事業を営んでいる人 
家族従業者－農家や個人商店などで，農仕事や店の仕事などを手伝っている家族 

家庭内職者－家庭内で賃仕事（家庭内職）をしている人

 
産業 

2/3 ページ利 用 上 の 注 意 （国勢調査：労働）

2015/02/24http://toukei.pref.hiroshima.lg.jp/data/tba/tba00-b.htm



 
 産業は，就業者について，調査週間中，その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類（調
査週間中｢仕事を休んでいた人｣については，その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類）によ

って分類した。 
 なお，仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は，その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種

類によった。 
 

職業 
 

 職業は，就業者について，調査週間中，その人が実際に従事していた仕事の種類（調査週間中「仕事
を休んでいた人」については，その人がふだん実際に従事していた仕事の種類）によって分類した。 

 なお，従事した仕事が二つ以上ある場合は，その人が主に従事した仕事の種類によった。 
 
 

＜内容についての問い合わせ先＞ 
   広島県地域振興部管理総室生活統計室（人口統計グループ） 

   〒730-8511 広島市中区基町１０－５２ 
   電話 （０８２）５１３－２５３３（ダイヤルイン） 
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